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R9.

処遇改善加算に関すること
（全12回）

報酬改定を含めた制度改正に関すること
（全12回）

県内の障害福祉関係の事業所の皆様へ

相談
方法

オンライン【 ZOOM 】を
使用した相談となります。

相談
時間 原則1時間が目安です。

質問例

・ 処遇改善加算のために必要な書類は？
・ 加算の取得にはどんな準備が必要なの？
・ 制度が改正されたけど何が変わるの？
・ 今後、新たに導入されるサービスとは？

専門アドバイザーによる
無料相談のご案内

（障 害 福 祉 人 材 確 保 事 業 ）

　 
 

　 
＜予約はコチラ＞

E-mail : jinzai@shizuoka-wel.jp

事務局

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
静岡県障害福祉人材サポートセンター

知りたい事を
ZOOMで

ご相談ください

ZOOM

※相談員の都合により、日程が変更になる場合があります。

事前予約制

  
 

申込

（静岡県委託事業） TEL : 054 - 271 - 2110  FAX : 054 - 272 - 8831
静岡市葵区駿府町１ － ７０ 静岡県総合社会福祉会館「シズウエル３Ｆ」
〒420 - 0856

予約制
① Googleフォームから予約。
　 （１週間前までにお申し込みください）
② 別紙「申込書」に必要事項を記入のうえ、事務局
　 までＦＡＸまたはお電話で予約。

静岡県社会福祉人材センターでは、静岡県から事業の受託をして、
新たに「静岡県障害福祉人材サポートセンター」を設置しました。
障害福祉の事業所を対象とした「処遇改善加算取得」や「報酬
改定を含む制度改正」等に関する無料専門相談を行っています。
お気軽にご相談ください。

  13 : 30～15 : 30 (　　　　　　)13：30～または14：30～
 いずれかをお選びください

各
日相談日程

令和8年度

23 日（木）
21 日（木）
18 日（木）
23 日（木）
   6 日（木）
24 日（木）
22 日（木）
25 日（水）
17 日（木）
20 日（水）
18 日（木）
18 日（木）

30 日（木）
14 日（木）
11 日（木）
16 日（木）
12 日（水）
17 日（木）
   7 日（水）
12 日（木）
10 日（木）
14 日（木）
10 日（水）
11 日（木）


